
地域連携推進会議について
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地域連携推進会議について
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地域連携推進会議について
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地域連携推進会議について
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地域連携推進会議について
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７ 令和6年度発出のQ&A７ 令和6年度発出のQ&A地域連携推進会議について
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７ 令和6年度発出のQ&A７ 令和6年度発出のQ&A地域連携推進会議について
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日中サービス支援型共同生活援助事業所は、地域に開かれたサービ
スとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、サー
ビスの提供にあたり、定期的に（少なくとも年に1回以上）協議会
（※）において、事業の実施状況等を報告し、協議会による評価を受
けるとともに、協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなけ
ればならないことが指定基準条例第２０３条の１０において定められ
ています。

日中サービス支援型共同生活援助事業所は報告及び評価の手続きが
円滑に行われるように協議会との日程調整及び事業所内での事務引継
ぎを行ってください。標準的な手続は次ページのとおりです。
※岡山市においては、岡山市障害者自立支援協議会が担当します

日中サービス支援型共同生活援助の協議会評価について
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指定就労継続支援事業所・共同生活援助等に関するガイドライ
ンについて

指定就労継続支援事業所・共同生活援助等に関するガイドライ
ンについて

厚生労働省より、就労継続支援・共同生活援助等に関するガイドラインが発出されています。

特に「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のための
ガイドラインについて」は就労継続支援以外のサービスについても参考にでき
る部分が多いため、一度目を通しておいてください。

対象サービス実施事業者においては内容をよく確認し、適切な運営に役立ててください。

・厚生労働省ホームページ（指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・
指導のためのガイドラインについて）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66591.html 

・厚生労働省ホームページ（共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン等）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html

33

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66591.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html

